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（提案理由） 

  

本案は、行政組織の改編に伴うむつ市部設置条例の一部改正に準じて、常任委員会の

所管について、所要の改正をするため、提案するものであります。 

 



むつ市議会委員会条例の一部を改正する条例

むつ市議会委員会条例（昭和４２年むつ市条例第４号）の一部を次のように改正

する。

第２条第２項第２号中「産業政策部、都市整備部、建設技術部」を「農林水産

部、商工観光部、まちづくり推進部」に改め、同項第３号中「子どもみらい部」を

「こどもみらい部」に改める。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。



むつ市議会委員会条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及び所管） （常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及び所管）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 ２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 産業建設常任委員会 ７人 ⑵ 産業建設常任委員会 ７人

農林水産部、商工観光部、まちづくり推進部、農業委員会及び上下水道 産業政策部、都市整備部、建設技術部、農業委員会及び上下水道局の所

局の所管に属する事項 管に属する事項

⑶ 民生福祉常任委員会 ７人 ⑶ 民生福祉常任委員会 ７人

市民生活部、健康福祉部及びこどもみらい部の所管に属する事項 市民生活部、健康福祉部及び子どもみらい部の所管に属する事項


